
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども･子育て会議ついて 

市町村子ども･子育て支援事業計画の概要について 

※５年間の計画期間における幼児期の学校教育、保育、地域の子育て支援についての需給計画 

 

子ども・子育て支援法第72条第1項により、地方版子ども・子育て会議を設置 


